
千葉市告示第４７号 

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第６条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、

当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域（以下「要措置区域」という。）

を指定するので、同条第２項の規定により告示します。（指定番号 指－４９） 

 

令和４年１月２１日 

 

                     千葉市長 神 谷 俊 一 

 

 

 

１ 要措置区域 千葉市中央区亥鼻１丁目６４－１、３２２の各一部（別図１、２、３のと

おり） 

 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の基準に適合

していない特定有害物質の種類 

（１）六価クロム化合物、ふっ素及びその化合物 

 

３ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第２項の基準に適合

していない特定有害物質の種類 

（１）該当なし 

 

４ 当該要措置区域において講ずべき指示措置 

  地下水の水質の測定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別図１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請に関わる土地周辺の地図  □：敷地範囲、□：調査対象地 
（国土地理院：「地理院地図（GSI Maps）」により作成 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

 

別図２ 

敷地メッシュ図  □：敷地範囲 



別図３ 

 

申請に係る場所を明らかにした図面 

 区画      面積（㎡） 

  O10-7+O11-1    94.37 

  Q12-9+P12-7   115.00 

  P12-8          99.33 

  P13-3+O13-1    89.41  計 398.11㎡ 


